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城陽市上下水道事業経営審議会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例（平成２６年城陽市条例第１

５号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、城陽市上下水道事業経営審議会（以下「経営

審議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の資格）  

第２条 条例第３条に規定する公営企業管理者が適当と認める者は、次に掲げる者とする。 

 (1) 公募による市民 

(2) 上下水道事業に関し優れた識見を有する者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、公営企業管理者が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第３条 経営審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、経営審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 経営審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの経営審議

会は、公営企業管理者が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 経営審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 経営審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 経営審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必

要な協力を求めることができる。 

６ 経営審議会の会議は、原則として公開とする。ただし、経営審議会が公開することにより会議の運

営に支障を来すおそれがあると認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

（部会） 

第５条 部会の構成員は、第２条に定める委員のうちから、会長が指名する。 

２ 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長及び副部会長は、経営審議会において意見を聴取した上、委員のうちから、会長が指名する

。 

４ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（部会の招集及び議事） 

第６条 部会の会議は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、

会長が招集する。 

２ 部会長は、会議の議長となる。 
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３ 部会の会議は、当該部会の委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 部会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 

６ 部会は、原則として公開とする。ただし、部会が公開することにより会議の運営に支障を来すおそ

れがあると認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

７ 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を経営審議会に報告し

なければならない。 

（庶務） 

第７条 経営審議会の庶務は、上下水道部経営主管課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成２９年（２０１７年）４月１日から施行する。 

 


